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リニモの運行における戦略的協働

菅 原 浩 信

Ⅰ は じ め に

１．問題意識

近年，地方交通のみならず，公共交通全体

を取り巻く環境は厳しさを増してきている。

しかし，公共交通の特性や果たしている役割

等を考慮すれば，その維持を図っていく必要

がある。例えば，鉄道の維持の必要性につい

ては，「通常，列車の運行には時刻表が設定

されており，多くの列車は定時運行がなされ

ている。このように，われわれは，いつでも

確実に利用できるという安心感を鉄道から享

受している」，「不特定多数の人々が鉄道を利

用するとともに，通勤や通学などにおいて鉄

道は高い必需性を有している。そのため，鉄

道が廃止されると，特定多数の移動に大きな

制約が生じてしまう」（以上，小澤（2011）），

「鉄道の廃止が沿線地域の社会的費用を増加

させる場合には，公的部門による市場介入に

よって鉄道を維持することが正当化される」

（福田（2005））等の指摘がなされている。

そこで，今後とも公共交通の維持を図って

いくのであれば，交通事業者（企業）や国・

都道府県・市町村（政府）だけではなく，

NPO・住民等も，公共交通の運営に参画し

ていくことが求められる。例えば，高橋

（2006）は「バス事業の維持・改善の責任を

事業者あるいは自治体のいずれかのみに負わ

せるべきでない」とし，「公（中央・地方政

府）・共（地域住民の非営利組織）・民（民間

のバス事業者）のそれぞれが努力し，金銭の

みならず知恵と労働力を出し合うパートナー

シップが求められている」と指摘している。

また，下村（2006）は「鉄道を存続・活性化

していく上で，鉄道事業の運営に公的部門・

民間部門だけではなく，市民が主体的に運営

に参加する方向性に期待感が集まっている」

とし，「こうした運営形態を『第四セクター

鉄道』と呼ぶ動きが見られる」と指摘してい

る。さらに，菅原（2008）は「今後，より適

切な地域航空輸送サービスを継続的に提供し

ていくには，第３セクターと行政のパート

ナーシップの構築・展開にとどまらず，公・

民パートナーシップを構築・展開することが

必要」であると指摘している。

つまり，公共交通の維持を図っていくため

には，NPO・政府・企業間の戦略的協働

（以下，「戦略的協働」，「協働」と略記する場

合がある）が必要とされているのである 。

戦略的協働とは，「NPO，政府，企業という

３つの異なるセクターに属する参加者 が，

単一もしくは２つのセクターの参加者だけで

は生み出すことが不可能な新しい概念や方法

を生成・実行することで，多元的な社会的価

値を創造する プロセス」（小島・平本

（2011））と定義される。しかし，公共交通の

維持を図っていくための戦略的協働が「な

ぜ」「どのように」形成され，実現され，展

開されているのかについては，これまで十分

に言及されているとはいいがたい 。
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２．研究目的と研究方法

そこで，本研究では，公共交通の維持を

図っていくために必要とされている戦略的協

働が「なぜ」「どのように」形成され，実現

され，展開されているのかについて解明する

ことを目的とする。

本稿では，リニモ（東部丘陵線，名古屋市

名東区藤が丘～豊田市八草町間8.9km）の

運行を協働プロジェクトの事例として取り上

げ，その戦略的協働の形成・実現・展開のプ

ロセスの解明を試みる。リニモの運行が継続

されているのは，NPO（リニモねっと，

NPO法人リニモクリエイト等），政府（愛

知県，沿線自治体（名古屋市等の５市）），企

業（愛知高速交通等）間の戦略的協働が形成

され，実現され，展開されているからである。

なお，本稿では，戦略的協働の主要な参加者

に対するインタビュー調査結果 の他，文

献・資料，新聞記事等の２次データが用いら

れている。

Ⅱ 分 析 枠 組

１．先行研究

NPO・政府・企業という３つのセクター

間における戦略的協働を分析したものとして

は，Takahashi and Smutny（2002）および

佐々木（2009）があげられる。

Takahashi and Smutny（2002）は，カリ

フォルニア州オレンジ郡のHIV感染者およ

びAIDS患者に対する治療サービスの提供

を目的としたHIV Wellness Collaborative

という協働プロジェクトの分析である。この

協働プロジェクトの参加者は，治療サービス

を提供するLaguna Shanti，Delhi Center，

助成財団であるCalifornia Endowment（以

上，NPO），County of Orange Health Care
 

Agency（政府），および治療サービスを提供

するLatino Psychological and Social Ser-

vices（企業）である。分析の結果，⑴協働

の形成を促進する特定の環境は，協働の短期

的な解消を必然的にもたらす，⑵協働マネー

ジャー（Collaborative manager）と協働企

業家（Collaborative entrepreneur）はそれ

ぞれ異なるスキルを要求される，⑶参加者は，

協働に参加することで，目に見えない成果を

得ている，⑷協働における当初のガバナンス

構造は，適応能力を制限し，協働の短期的な

解消につながる，という４点が明らかとなっ

た。しかし，この分析の枠組として用いられ

ているLober（1997）の「戦略形成モデル」

は，協働の形成のプロセスを解明しようとす

るために導出された枠組である。そのため，

「協働ガバナンス」や「協働マネージャー」

という概念を導入することにより，協働の実

現プロセスについては詳細な分析がなされて

いるものの，協働の展開プロセスについては

十分な分析がなされていない。

佐々木（2009）は，「GEL-COOま」の商

品化という協働プロジェクトの分析である。

この協働プロジェクトの参加者は，NPO法

人シビックメディア（NPO），札幌市経済局，

円山動物園（以上，政府），および株式会社

GEL-Design（企業）である。分析の結果，

商品化プロセスにおける成功要因として，⑴

社会課題についての各セクター間の共通認識

の存在，⑵各セクターが抱く将来ビジョンの

共通性，⑶フラットでオープンなコミュニ

ケーションの場（運営委員会方式による実行

システム），という３点が明らかとなった。

しかし，この分析は，組織間協働モデルをも

とにして，課題の明確化（関係するステイク

ホルダーの明確化と課題に対するステイクホ

ルダー間の相互認識の段階)― 目標の明確

化（利害の異なる組織が合意しうる共通の目

標や価値を創造しながら，将来に向けての明

確な方向を設定していく段階)― 実行と評

価（組織間で合意を得た共同事業を維持・発

展させるため，外部組織からの支援や支持を

もとにシステムや機構を創り上げる段階）と

経営論集（北海学園大学）第11巻第２号

― ―80



いう３つのステージを経て協働化が進むとい

う仮定を前提として行われている 。そのた

め，協働の形成・実現プロセスについては詳

細な分析がなされているものの，協働の展開

プロセスについては十分な分析がなされてい

ない。

したがって，公共交通の維持を図っていく

ために必要とされている戦略的協働が「な

ぜ」「どのように」形成され，実現され，展

開されているのかについて解明するためには，

協働の展開プロセスについても分析の射程に

入れた分析枠組を採用することが求められる。

２．分析枠組

そこで，本研究における分析に際しては，

戦略的協働が「なぜ」「どのように」形成さ

れ，実現され，展開されているのかについて

解明することを目的とした「協働の窓モデ

ル」（小島・平本（2011））を採用する。協働

の窓モデルとは，ゴミ箱モデル（Cohen,

March and Olsen（1972）），政策の窓モデル

（Kingdon（1984）），組織的知識創造モデル

（Nonaka and Takahashi（1995）），改訂・

政策の窓モデル（小島（2003）），協働促進・

抑制要因モデル（Gray（1989）），協働形成

モデル（Lober（1997））等，戦略的協働に

密接に関連する先行研究から導出されたもの

である。

公共交通の維持を図るための戦略的協働が

「なぜ」「どのように」形成され，実現され，

展開されているのかを解明するということは，

具体的には，以下の８つの問いに対する答え

を明らかにすることである。⑴戦略的協働の

参加者は，なぜ・どのように特定化されるの

か，⑵協働の場 は，なぜ・どのように設

定・活用されるのか，⑶様々な問題 は，な

ぜ・どのように認識・定義されるのか，⑷複

数の多様な解決策は，なぜ・どのように生

成・特定化されるのか，⑸組織のやる気 は，

なぜ・どのように生成されるのか，⑹活動

は，なぜ・どのように実行されるのか，⑺戦

略的協働は，なぜ・どのように正式に実現さ

れるのか，⑻実現された戦略的協働は，な

ぜ・どのように展開されるのか。

協働の窓モデルの概要は，以下の通りであ

る（図１）。協働の窓モデルとは，協働プロ

ジェクトを，問題の流れ，解決策の流れ，活

動の流れ，組織のやる気の流れの４つの独立

した流れの合流によって説明しようとするも

のである。これら４つの流れは，左から右へ

時間の経過とともに流れている。問題の流れ，

解決策の流れ，組織のやる気の流れの３つの

流れは，特定の時点に，協働の窓が開くこと

によって活動の流れに合流する。協働の窓と

は，特に重要な参加者である協働アクティビ

ストが，⑴特定の問題を他の参加者に注目さ

せたり，⑵自らが有効であると考える解決策

を推し進めたり，あるいは，⑶特定の組織の

やる気を生成させたりする好機を指している。

協働の窓には，問題の窓，解決策の窓，組織

のやる気の窓の３種類がある。参加者，特に

協働アクティビストは，これら４つの流れに

様々な問題，解決策，組織のやる気，活動を

投げ込んでいる。

問題，解決策，組織のやる気の３つの場合

と活動の場合とでは，それぞれが協働の場で

生み出され，それぞれの流れの中に投げ込ま

れ，その後活動の流れの中で浮遊するまでの

プロセスが大きく異なっている。問題，解決

策，組織のやる気の３つの場合は，さらに以

下の２通りのプロセスに分かれる。⑴協働の

窓の開放を契機に，協働の場において，問題

は認識・定義され，解決策は生成・特定化さ

れ，組織のやる気は生成され，それぞれの流

れの中に投げ込まれる。これら問題，解決策，

組織のやる気は，それぞれ開いている窓を

通って，活動の流れの中に入り浮遊する。⑵

協働の窓の開放を必ずしも契機とせずに，協

働の場において，問題は認識・定義され，解

決策は生成・特定化され，組織のやる気は生

リニモの運行における戦略的協働(菅原)
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成され，それぞれの流れの中に投げ込まれる。

当期に開いている窓がある場合，問題，解決

策，組織のやる気は，それぞれの窓を通って，

活動の流れに入り浮遊する。しかし，当期に

開いている窓がない場合，問題，解決策，組

織のやる気は，投げ込まれたそれぞれの流れ

の中で，そのまま浮遊する。一方，活動は，

協働の場において生成された後，活動の流れ

の中に投げ込まれ，そのまま活動の流れの中

で浮遊する。

問題，解決策，組織のやる気，活動の４つ

は，それぞれの流れの中で，もしくは活動の

流れの中で，協働アクティビストによって能

動的に結びつけられたり，偶然に結びついた

りする。こうして，アジェンダ，諸解決策，

組織のやる気状況，活動状況の４つのストッ

クが形成される。協働の進展に伴い，活動の

流れを浮遊しているアジェンダ，諸解決策，

組織のやる気状況，活動状況の４つのすべて

が，協働アクティビストによって相互に結び

つけられるのに十分な内容を備えるようにな

ると，協働アクティビストは，これらを結び

つけ，４つのすべてからなる１つのパッケー

ジを構成し，協働が実現される。こうして実

現された協働が，参加者によって展開される。

一方，活動の流れの中を浮遊しているアジェ

ンダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動状

況の４つのうち，少なくとも１つが，協働ア

クティビストによって結びつけられるには十

分な内容を備えていない場合，協働は実現さ

れない。

協働プロジェクトは，前史（第１期），形

成期（第２期），実現期（第３期），展開期

（第４期）の４期間に区分される。前史（第

１期）は，一部もしくは全部の参加者が特定

の協働プロジェクトを開始する以前の期間を

指している。形成期（第２期）は，一部もし

くは全部の参加者が特定の協働プロジェクト

を開始し，協働の実現に向けた諸準備を行う

期間を指している。この形成期においては，

アジェンダ，諸解決策，組織のやる気状況，

活動状況の４つのそれぞれは，まだ十分な内

容を備えていない。このような場合，これら

４つは部分的にしか結びついておらず，１つ

のパッケージを構成していない。したがって，

協働は実現されない。実現期（第３期）は，

形成期を経て，アジェンダ，諸解決策，組織

のやる気状況，活動状況の４つが完全に結び

つき，協働が実現されるまでの期間を指して

いる。展開期（第４期）は，実現期の終わり

に実現された協働を全部の参加者が展開して

いる期間を指している。この展開期には，既

注：図１には，参加者，協働の場，協働アクティビストが描かれていない。
出所：小島・平本（2011），p.15を参考に筆者作成。

図1「協働の窓モデル」の概念図
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存の協働が進展したり，協働が波及したり，

新たな協働が実現されたり，既存の協働が発

展的に解消されることもある。

このように，協働の窓モデルは，前述の６

つのモデルでは十分に考慮されていない，⑴

能動的な知識創造，⑵問題と解決策，⑶組織

のやる気，⑷活動，⑸偶然性，⑹動態的モデ

ル，⑺成果の７つの要素すべてが考慮されて

おり，現実の戦略的協働のほぼすべての要素

を考慮した，包括的かつ統合的な枠組である。

Ⅲ 事 例

本事例を４期間に区分し，記述する（表

1-1～1-3）。４期間とは，⑴第４次全国総合

開発計画において，名古屋東部丘陵の開発が

「研究学園都市構想」として位置づけられて

から，HSST（磁気浮上式システム）実用化

研究調査等を経て，万国博覧会（「愛・地球

博」）の誘致決定までの前史（第１期，1987

年６月～1997年６月），⑵東部丘陵線推進協

議会の設立，愛知高速交通の設立，リニモ開

業等を経て，「愛・地球博」の閉幕（25日）

までの形成期（第２期，1997年７月～2005

年９月），⑶「愛・地球博」閉幕後，「リニモ

を活かした地域づくり・地域交通のための

フォーラム」の開催，リニモねっとの設立等

を経て，NPO法人リニモクリエイトの認証

により，リニモの利用促進・活用体制が確立

されるまでの実現期（第３期，2005年９月

～2006年11月），⑷リニモねっと・NPO法

人リニモクリエイト，愛知県，愛知高速交通

等によってリニモの利用促進や活用が図られ

ている展開期（第４期，2006年12月～現

在）である。

Ⅳ 分 析

リニモの運行における戦略的協働の４期に

おける参加者の行動と行動間の相互関係を，

以下の４つの手続きによって記述・分析する。

⑴分析の出発点となる年表を作成する，⑵参

加者の行動と行動間の相互関係を年代順に詳

細に記述する（以上，表１），⑶協働の窓モ

デルに基づいて，各期および全期間における

参加者の行動と行動間の相互関係を詳細に分

析する（表２），⑷表２で示された結果に基

づき，戦略的協働の一般的特徴として，小

島・平本（2011）で提示された18の命題の

妥当性を検討する（表３）。これら18の命題

は，前述した８つの問いに対する答えになっ

ているはずである 。

なお，公共交通の維持を図っていくための

戦略的協働をどのように形成し実現し展開す

るのが適切であるのかに関する実践的指針と

して，表３で示した18の命題の他に，以下

の４点をあげることができる 。

第１に，戦略的協働の参加者は，その理念

を共有するとともに，長期的な視野に立って

行動する必要がある。リニモの運行における

戦略的協働の場合，参加者が「リニモの運行

継続」「リニモの存続」という理念を共有し，

その実現に向けて様々な活動を実施した結果，

沿線の大学の参画，リニモの観光資源として

の活用，沿線の市民団体の活性化といった波

及効果が生まれてきている。こうした波及効

果が現れるには，ある程度長い時間を要する

はずである。

第２に，特に戦略的協働の形成・実現段階

においては，政府が重要な役割を果たす必要

がある。リニモの運行における戦略的協働の

場合，愛知県は，リニモの運行継続のために，

市民との協働が必要であると考えた。そこで，

「リニモを活かした地域づくり・地域交通の

ためのフォーラム」およびワークショップを

開催した。その参加者によって，リニモねっ

とおよびリニモクリエイトが設立されている

ことから，愛知県は重要な役割を果たしてい

る。

第３に，協働の場が広く社会に開かれたも
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表1-1 リニモの運行における戦略的協働の年表（１)

年 月
政府

（国，愛知県，沿線自治体等)
企業

（地元財界，愛知高速交通等)
NPO

（リニモねっと，リニモクリエイト等)

1987 ６ ４全総で名古屋東部丘陵の開発
が「研究学園都市構想」として
位置づけられる

1988 県，「あいち学術研究開発ゾー
ン」構想公表

10 鈴木礼治（県知事），博覧会構
想公表

1989 ４ 「21世紀万国博覧会誘致準備委
員会」発足

８ 県・名 鉄 等 の 出 資 で 中 部

HSST（実験開発会社）設立

11 HSST実用化研究調査委員会
発足

12 運輸省，調査・検討会発足

1990 １ 博覧会開催予定地として「海上
の森」を選定

「21世紀万国博覧会基本問題懇
談会」設置

４ HSST実験線工事着手

1991 ５ 走行試験開始（～1993.3）
前史
(第１期)

1992 １ 運輸政策審議会答申（2008年
までに整備することが適当であ
るＡ路線として東部丘陵線を位
置づけ）

６ 「21世紀万国博覧会基本構想策
定委員会」設置

1993 ４ 運輸省，調査・検討会の調査結
果公表（HSSTは実用化に対
して技術的に問題ない）

５ HSST実用化研究調査委員会，
調査結果公表（HSST実用化
に問題ない）

1994 ６ 「愛知21世紀万博基本構想」

1995 11 「21世紀万国博覧会全国推進協
議会」設立

1996 １ 通産省，「21世紀国際博覧会推
進室」設置

４ 開催申請書をBIE（博覧会国
際事務局）へ提出

1997 ６ 万博誘致決定

1997 10 （財）2005年日本国際博覧会協
会（以下，博覧会協会）設立

1998 ４ 県・沿線３市１町，東部丘陵線
推進協議会（以下，推進協議
会）設立

形成期
（第２期)

1999 ４ 東部丘陵線が着工準備箇所とし
て採択

日本野鳥の会愛知県支部，「海
上の森」でオオタカの営巣を確認

７ 東部丘陵線導入機種選定員会，

HSSTを選定

2000 ２ 愛知高速交通設立（出資：県
30.8％，沿線３市１町21.2％，
名鉄15.8％等）

出所：インタビュー調査結果，愛知県資料，町村（2005）等より作成。
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表1-2 リニモの運行における戦略的協働の年表（２)

年 月
政府

（国，愛知県，沿線自治体等)
企業

（地元財界，愛知高速交通等)
NPO

（リニモねっと，リニモクリエイト等)

2000 ５ 日進市が推進協議会に加入（以
後，沿線４市１町となる）

６ 愛知万博検討会議（以下，検討
会議。～2000.12）

７ 検討会議，「海上の森」の活用
面積の大幅縮小で合意

９ 万博メイン会場が愛知青少年公
園に変更

2001 10 県，都市計画決定告示・環境影
響評価書縦覧

軌道法特許取得

12 博覧会協会，博覧会基本計画の
中で東部丘陵線を会場へのアク
セスルートとして位置づけ

2002 ３ 国交省，都市計画事業認可・軌
道法工事施行認可形成期

（第２期) 11 愛称「Linimo」（リニモ）に決定

2003 ５ 博覧会協会，愛知高速交通に開
催期間中１編成貸与決定

12 駅名決定

2004 ６ 試験走行開始

９ 博覧会協会，愛知高速交通に増
便を要請

11 運賃等認可申請

12 工事竣工届出，運輸開始認可申請

2005 ２ 国交省，運輸開始認可

３ 愛・地球博開幕 リニモ開業

９ 愛・地球博閉幕（25日）
東部丘陵線連絡協議会（以下，
連絡協議会）設立

2005 11 県，「リニモを活かした地域づ
くり・地域交通のためのフォー
ラム」開催⇨フォーラム終了後，
70名 ほ ど が 参 加 し ワーク
ショップを開催（～2006.1）

12 貸切列車料金の設定

2006 １ 県，ワークショップ最終回に参
加者へ「市民組織として活動を
継続しては」という働きかけ

県の働きかけに応じ，30名ほ
どの希望者が集まる

２ 市民組織の設立準備会開催
実現期
（第３期) ３ 開業１周年記念イベントの開催 愛知高速交通から協力依頼をう

け，「リニモ１周年記念イベン
トを共催する連絡会」設立⇨開
業１周年記念イベント（「第１
回リニモまつり」）に協力

７ 市民組織「リニモねっと」（以
下，ねっと）設立

リニモ見学会開催 ねっと，リニモ見学会への協力
（ガイドボランティア）

８ リニモクリエイト（以下，クリ
エイト）設立総会

出所：インタビュー調査結果，愛知県資料，リニモねっと資料，町村（2005），島田（2007）等より作成。
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表1-3 リニモの運行における戦略的協働の年表（３)

年 月
政府

（国，愛知県，沿線自治体等)
企業

（地元財界，愛知高速交通等)
NPO

（リニモねっと，リニモクリエイト等)

2006 11 ねっと・クリエイト，「リニモ
フォトコンテスト」「リニモ写
真展」開催実現期

（第３期)
クリエイト，NPO法人として
認証される

2007 １ ねっと・クリエイト，第２回の
「リニモフォトコンテスト」「リ
ニモ写真展」開催

３ 県，「早春ウォーキング」開催 ねっと・クリエイト，「早春
ウォーキング」開催に協力

ねっと・クリエイト，「第２回
リニモまつり」開催（～2007.4)

４ ねっと・クリエイト，「ファッ
ションショーinリニモ」開催

10 ねっと・クリエイト，「秋色
ウォーキング」開催（～2007.11，
県から受託）

2008 ２ ねっと・クリエイト，「早春
ウォーキング」開催（～2008.3，
県から受託）

３ ねっと・クリエイト，「第３回
リニモまつり」開催

５ 体験乗車券（2008.3発売開始）
を活用した取り組みをねっと・
クリエイトに依頼

ねっと・クリエイト，「クイ
ズ・リニモネア」開催

展開期
（第４期)

７ 連絡協議会，「わくわく体験リ
ニモツアーズ」開催

貸切列車を活用した取り組みを
連絡協議会に依頼

10 連絡協議会，「秋色ウォーキン
グ」開催（～2008.11）

ねっと・クリエイト，「秋色
ウォーキング」開催に協力

11 ねっと・クリエイト，「環境に
やさしい交通体系を考える市民
フォーラムinなごや」開催

2009 ２ 連絡協議会，「早春ウォーキン
グ」開催（～2009.3）

ねっと・クリエイト，「早春
ウォーキング」開催に協力

３ 県・沿線４市１町（2012.1長
久手町の市制施行に伴い５市），
「リニモ沿線地域づくり構想」
策定

県，愛知高速交通の債務超過を
回避するため，県貸付金（約
40億円）の株式転換を実施

債務超過を回避するため，県出
資分の減資を実施

５ 連絡協議会，「新緑ウォーキン
グ」開催（～2009.6）

ねっと・クリエイト，「新緑
ウォーキング」開催に協力

８ リニモ沿線地域づくり会議設置
（事務局：県，2013.3までに計
８回開催）

10 ねっと，「リニモとことん語る会」
開催（～2010.3，計７回開催）

出所：インタビュー調査結果，愛知県資料，リニモねっと資料等より作成。
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のとして設定・活用される必要がある。リニ

モの運行における戦略的協働の場合，重要な

協働の場である「リニモを活かした地域づく

り・地域交通のためのフォーラム」および

ワークショップは地元のNPO法人によって

運営され，ワークショップの参加者はフォー

ラムの会場で募集された。このことが背景と

なって，リニモねっとおよびリニモクリエイ

トは，愛知県（政府）や愛知高速交通（企

業）と一定の距離を置いた公正な関係を維持

することが可能になっている。

第４に，協働アクティビストは，参加者間

の相互理解を促進できる能力を持つ必要があ

る。リニモの運行における戦略的協働の場合，

協働アクティビストの１人である島田善規は，

名古屋市交通局の元職員であったことから交

通事業の諸事情に通じており，NPO・政

府・企業間の相互理解を促進することが可能

であった。リニモねっとおよびリニモクリエ

イトが，愛知県や愛知高速交通との協働によ

るイベントを数多く開催できたのは，島田善

規の果たした役割が大きかったからである。

Ⅴ 考 察

しかし，今後も，リニモの運行における戦

略的協働が継続的に展開されるためには，す

べての参加者がそれぞれ解決すべき課題を有

している。例えば，NPO（リニモねっと，

リニモクリエイト等）においては，リニモの

存続に対する沿線および周辺住民の理解・支

持を獲得していくこと，政府（愛知県，沿線

５市）においては，沿線の土地利用を見直し，

沿線地域の開発を促進していくこと，企業

（愛知高速交通）においては，リニモの利用

促進，関連事業の展開といった相応の経営努

力を図っていくことがあげられる。

すべての参加者がそれぞれの課題を解決し

ていくためには，参加者間における有効な協

働のガバナンスが形成されなければならない。

リニモの運行における戦略的協働においては，

その進展に伴い，すでに参加者の拡大（沿線

の大学や，沿線の市民団体等）がみられてお

り，今後は参加者それぞれの役割や活動が多

様化・複雑化していくことが考えられる。こ

うした多数の参加者間の複雑な関係を監視・

調整するためには，現在のリーダー組織（リ

ニモねっと，リニモクリエイト）によるガバ

ナンスでは限界があり，監視・調整を専門に

担う独立の公式組織である協働管理組織に協

働のガバナンスを委ねる必要がある。

リニモ沿線地域では，2009年８月，沿線

の大学，市民団体，経済界等で構成される

「リニモ沿線地域づくり会議」が設置された。

戦略的協働の参加者のうち，NPO（リニモ

ねっと）は構成メンバーであるが，企業（愛

知高速交通）はオブザーバー，政府（愛知

県）は事務局である。また，設置の目的は，

「リニモ沿線地域づくり構想」の推進を図る

ため，リニモ沿線における地域づくりの機運

を高め，関係者が協働して取り組むことがで

きるよう，有識者から幅広く助言を得ること

とされ，これまでに開催された計８回の会議

の内容は，主として，構成メンバーからの行

政に対する意見・要望にとどまっている。し

たがって，この「リニモ沿線地域づくり会

議」を，協働のガバナンスが委ねられるよう

な協働管理組織として位置づけるのは困難で

ある。

協働管理組織の例の１つとして，和歌山電

鐵貴志川線 における「貴志川線運営委員

会」（以下，運営委員会と略記する）があげ

られる。運営委員会は，貴志川線の永続的運

営を基本理念とし，地域，行政および各種団

体が連携し，貴志川線の利用促進と沿線のま

ちづくりの推進を図ることを目的として，

2006年３月に設置された。構成メンバーは，

行政（和歌山県，和歌山市，紀の川市），経

済界（和歌山商工会議所，貴志川町商工会），

沿線学校（県立向陽高校校長，県立貴志川高
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タカの営巣確認，⑩導
入機種

表2 リニモの運行におけ

前史
（第１期，1987年６月～1997年６月)

形成期
（第２期，1997年７月～2005年９月)

協働アクティビスト
①鈴木礼治（愛知県知事） ①鈴木礼治，②神田真秋（愛知県知事，

愛知高速交通社長）

参加者

①愛知県，②名鉄，③運輸省 ①愛知県，②名鉄，③運輸省（国交
省），④愛知高速交通，⑤博覧会協会，
⑥沿線４市１町（名古屋市，長久手町，
瀬戸市，豊田市，日進市）

協働の場

①愛知県交通対策課，②HSST実用
化研究調査委員会，③運輸省調査・検
討会，④中部HSST，⑤運輸政策審
議会

①愛知県交通対策課，⑥運輸省（国交
省），⑦東部丘陵線推進協議会，⑧東
部丘陵線導入機種選定委員会，⑨愛知
高速交通，⑩博覧会協会， 愛知万博
検討会議

アジェンダ アジェンダ（問題①）

問題の流れ 問題
①名古屋東部丘陵と名古屋都心部との
間のアクセス整備

②愛・地球博会場へのアクセス確保
（自動車以外での）

問題の窓 ①運輸政策審議会答申 ②「環境にやさしい」博覧会の必要性

諸解決策 諸解決策（解決策①）

解決策の流れ
解決策

①HSSTの実用化 ②東部丘陵線の早期整備

解決策の窓
①実用化研究調査委員会の調査結果公
表

②博覧会基本計画におけるアクセス
ルートとしての位置づけ

活動の流れ
活動

①４全総における名古屋東部丘陵の
「研究学園都市構想」としての位置づ
け，②「あいち学術研究開発ゾーン」
公表，③博覧会構想公表，④中部
HSST設立，⑤運輸省調査・検討会
による検討，⑥県実用化研究調査委員
会による検討，⑦万博（愛・地球博）
誘致決定

⑧東部丘陵線推進協議会設立，⑨「海
上の森」でオオ

②），諸解決策
（解決策①～

選定員会でHSSTを選定，
愛知高速交通設立， 万博メイン会場
が愛知青少年公園に変更， リニモ開
業， 桃花台新交通（ピーチライ
ナー) の存廃問題

活動状況 活動状況（活動①～⑦）

組織のやる気
の窓

組織のやる気
の流れ

組織のやる気
①愛知県のやる気 ①愛知県のやる気，②愛知高速交通の

やる気

組織のやる気
状況

組織のやる気状況（組織のやる気①）

アジェンダ ・諸解決策 ・
組織のやる気状況 ・活動状
況 の４つの結びつき

【アジェンダ（問題①），組織のやる気
状況（組織のやる気①），活動状況
（活動①～⑦）】の間には部分的な結び
つきが見られた。しかし，諸解決策
（解決策①）は不十分であり，これら
３つに結びつくようなものではなかっ
た。

【アジェンダ（問題①～

に桃花台線の建設費を上乗せ

②），活動状況（活動①～
）】の間には部分的な結びつきが見

られた。しかし，組織のやる気状況
（組織のやる気①～②）は不十分であ
り，４つは１つのパッケージを構成し
なかった。

注：１）はその期の初めのアジェンダ，諸解決策，活動状況，組織のやる気状況を指し，２）はその期の終わりのアジェ
てピーチライナーを明示され「土地価格

2012年１月～ 沿線
出所：

されていた」と受け止めていた（『朝日新聞』（2006
いたとはいえず，協働の実現に至っていなかったと考えられる。４）2011年６月～ 大村秀章，５）

2005），島田（2007インタビュー調査結果，愛知県資料，リニモねっと資料，町村（
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る戦略的協働の分析結果

実現期
（第３期，2005年９月～2006年11月)

展開期
（第４期，2006年12月～)

②神田真秋，③河隅彰二（県交通対策課），④小林壮
行（愛知高速交通），⑤島田善規（リニモねっと・リ
ニモクリエイト）

②神田真秋 ，⑤島田善規

①愛知県，②名鉄，④愛知高速交通，⑥沿線４市１
町，⑦リニモねっと，⑧リニモクリエイト

①愛知県，②名鉄，④愛知高速交通，⑥沿線４市１
町 ，⑦リニモねっと，⑧リニモクリエイト，⑨沿線
の各大学（愛知工業大学，愛知県立大学など），⑩沿
線の市民団体

①愛知県交通対策課，⑨愛知高速交通， 東部丘陵
線連絡協議会， 「リニモを活かした地域づくり・地
域交通のためのフォーラム」（フォーラム）とその後
のワークショップ， リニモねっと， リニモクリ
エイト

①愛知県交通対策課，⑨愛知高速交通， 東部丘陵
線連絡協議会， リニモねっと， リニモクリエイ
ト， 沿線の各大学， 沿線の市民団体， 沿線４
市１町 ， リニモ利用促進連絡会議（県庁内），
リニモ沿線地域づくり会議

アジェンダ（問題①～②） アジェンダ（問題①～③）

③愛・地球博閉幕後のリニモ活用 ④リニモ利用者の伸び悩み

③愛・地球博の閉幕 ④愛知高速交通の経営状況の悪化

諸解決策（解決策①～②） 諸解決策（解決策①～③）

③市民との協働によるリニモの運行継続 ④大学や市民団体等との協働の推進によるリニモの
存続

③ワークショップ最終回での参加者に対する働きか
け

④リニモの積極的な利用促進や活用の必要性

市民組織の設立準備会開催， 第１回リニモまつ
りの開催， リニモねっと設立， リニモクリエイ
ト設立・NPO法人認証

「環境にやさしい交通体系を考える市民フォーラム
inなごや」開催， 愛知高速交通に対する県の経営
支援， 「リニモ沿線地域づくり構想」の策定

活動状況（活動①～ ） 活動状況（活動①～ ）

①フォーラム・ワークショップ開催 ②リニモを活用した様々なイベント等の実施

②愛知高速交通のやる気，③市民のやる気，④愛知
県の一層のやる気

②愛知高速交通のやる気，⑤リニモねっと・リニモ
クリエイトのやる気，⑥沿線４市１町 のやる気，⑦
愛知県のより一層のやる気

組織のやる気状況（組織のやる気①～②） 組織のやる気状況（組織のやる気②～④）

協働アクティビストは【アジェンダ（問題①～③），
諸解決策（解決策①～③），組織のやる気状況（組織
のやる気②～④），活動状況（活動①～ ）】を結び
つけ，１つのパッケージを構成した。これにより，
活動 ・ を含む協働が実現した。

第３期に構成されたパッケージ【アジェンダ（問題
①～③），諸解決策（解決策①～③），組織のやる気
状況（組織のやる気②～④），活動状況（活動①～
）】に，問題④，解決策④，活動 ～ ，組織のや
る気⑤～⑦が新たに追加され，協働が進展した。

ンダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動状況を指している。３）住民は桃花台ニュータウンの開発の際に交通手段とし
年１月15日付））ことから，ピーチライナーの運行を協働としてみた場合，そもそも住民（NPO）がその協働に参加して
５市（長久手町の市制施行）
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アクティビストは，解決策を

表3 分析結果によって

命題

１ 協働には，継続的な参加者と
一時的な参加者が混在する。

継続的な参加者によって提供される活動だけでは不十分な場合が多い。継続的な参加者が
提供できない活動を，一時的な参加者が提供することによって協働の進展が可能となる。

２ 協働の捉え方は参加者に
よって異なる。

参加者の存在理由や目的はそれぞれ異なるため，協働の捉え方も自ずと異なる。協働が進
展するためには，参加者間で異なる捉え方を摺合せ，協働の本質を共有することが不可欠
である。

参加者
の特定
化と協
働の場
の設定
・活用

３ 参加者間には資源の相互補
完性がある。

協働は，相互に欠けている資源を参加者間で補い合いながら，単一セクターの参加者だけ
では実現が不可能な社会的価値の創造を目指すものである。

４ 協働アクティビストが，複
数の重層的に連結された場
を設定・活用する場合，協
働の実現可能性が高まる。

協働アクティビストが複数の協働の場を渡り歩くことで，参加者間のコンテクストの共有
が一層促進されることにより，協働の実現可能性が高まる。

５ 協働アクティビストは，協
働の契機となる問題を認
識・定義する。

協働アクティビストは協働の契機となる問題を比較的早い時期に認識・定義する。その際，
協働アクティビストがこれまで経験してきた，あるいは現在直面している特定の状況が問
題の認識・定義に影響を与える。

６ 協働アクティビストは，具
体的問題を含むアジェンダ
を設定する。

協働の進展に伴い，協働の契機となる問題は，参加者によってより具体的な複数の問題と
して認識・定義される。協働アクティビストは，これら複数の問題を相互に促進的で１つ
に融合したアジェンダへと昇華させる。

７ 協働アクティビストが，ア
ジェンダを参加者に認識さ
せる場合，協働の実現可能
性が高まる。

協働アクティビストは，自ら設定したアジェンダを参加者に理解させ，納得させようとす
る。その結果，参加者全員はアジェンダを共有し，自分たちが「何をすべきか」が明確に
なる。その結果，協働の実現可能性が高まる。

問題の
認識・
定義と
解決策
の生成
・特定
化

８ 参加者の信念や思いを具現
する解決策が生成・特定化
される場合，協働の実現可
能性が高まる。

協働アクティビストが持っている信念や思いは具体的かつ有効な解決策として具現されな
ければ課題の解決に至らない。そのため，協働アクティビストは信念や思いを具現する解
決策を生成・特定化するために，死に物狂いの努力をする。その結果，生成・特定化され
た解決策は，参加者によって正当性が付与されることにより，協働の実現可能性が高まる。

９ ⑴技術的実行可能性が高く，
⑵コストが許容範囲内に収
まり，⑶一般市民の黙認が
得られる解決策が生成・特
定化される場合，協働の実
現可能性が高まる。

課題の解決策は，一定の技術的実行可能性を備えるとともに，経済合理性の許容範囲内に
収まる必要がある。また，それらは民主主義社会における価値観や規範に合致する必要が
ある。その結果，協働の実現可能性が高まる。

10 協働アクティビストが，解
決策を洗練する場合，協働
の実現可能性が高まる。

協働

号

協働の進展とともに，ガバ

繰り返し提示することで馴染ませたり，他の領域で有効
と考えられる解決策を模倣して運用したり，複数の解決策を結合・統合することで，より
有効な解決策を創造する。こうした洗練化のプロセスを経て，解決策の有効性が高まる結
果，協働の実現可能性が高まる。

11 協働への社会的注目度が大
きくなる場合，組織のやる
気が高まる。

協働に対する社会からの好意的な注目は，自らの活動の妥当性が追認されることを意味す
るため，組織のやる気が高まる。他方，非好意的な注目もまた，組織のやる気を高める。

12 協働の危機を乗り越えよう
とする場合，組織のやる気
が高まる。

参加者が協働の実現・展開を真剣に望むならば，参加者は協働の危機を乗り越えようとす
る。その結果，組織のやる気が高まる。

13 新たなプログラムを開始し
ようとする場合，組織のや
る気が高まる。

参加者が協働の実現・展開を真剣に望むならば，参加者は新たなプログラムを開始しよう
とする。その結果，組織のやる気が高まる。組織の

やる気
の生成
と活動

14 協働アクティビストが，協
働を意図した活動と，協働
を必ずしも意図しない偶然
生じた活動とを１つに結び
つける場合，協働の実現可
能性が高まる。

協働アクティビストは，協働を意図した活動のみならず，協働を必ずしも意図しない偶然
生じた活動についても関心を払い，必要に応じてこれら２種類の活動を結びつけようとす
る。その結果，活動状況がより豊かになり，完全なパッケージを構成しやすくなることに
より，協働の実現可能性が高まる。

15

可能性が高まる。協働の
実

ナンスが形成される。
協働プロセスの初期において実行されるガバナンスはインフォーマルな自己ガバナンスで
ある。その後，協働の進展に伴い，リーダー組織によるガバナンスや協働管理組織による
ガバナンスが形成されていく。

16 ３種類の協働の窓が，ほぼ
同時に開く場合，協働の実
現可能性が高まる。

協働が進展すると，アジェンダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動状況の４つが徐々に
結びつき，部分的ではあるもののパッケージを構成するようになる。協働アクティビスト
は，パッケージを完成させるために，必要なパーツを探索するとともに，開いている協働
の窓を次々と発見する。そして，必要なパーツが協働の窓を通り，活動の流れの中に流れ
込むことで，協働の実現

先例は，同一の領域内
およ

現と
協働の
展開

17 協働アクティビストが，ア
ジェンダ，諸解決策，組織
のやる気状況，活動状況の
完全なパッケージを構成す
る場合，協働が実現される。

第３期においてはじめて，協働アクティビストによって，アジェンダ，諸解決策，組織の
やる気状況，活動状況の完全なパッケージが構成され，協働が実現される。

18 協働の
域に波及する。

出所：イン

び他の領域に波及する。
協働によって生み出される成果はきわめて斬新なものである場合が多いため，大きな波及
力を持ち，同一の領域内および他の領

２

05），島田（2007タビュー調査結果，愛知県資料，リニモねっと資料，町村（20
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検証された18の命題

具体的内容

継続的な参加者としては愛知県，名鉄，一時的な参加者としては愛知高速交通，リニモねっと，リニモクリエイトが存在し，それぞ
れが活動を提供することで協働が進展した。

協働について，愛知県は愛・地球博閉幕後のリニモ活用のため，リニモねっと・リニモクリエイトはリニモを活用した「交通まちづ
くり」の実現のため，愛知高速交通は自社の存続のための方策として捉えていた。こうした異なる捉え方を摺りあわせ，リニモの運
行継続が必要であるという意識を共有することによって，協働が進展した。

愛知県は資金，イベント実施に必要なノウハウ，リニモねっと・リニモクリエイトはボランティア経験，リニモへの思い，愛知高速
交通はリニモ車両とそれに付随するサービスという資源をそれぞれ有しており，資源の相互補完が可能であった。

主要な協働の場としては愛知県交通対策課，東部丘陵線推進協議会・東部丘陵線連絡協議会，愛知高速交通，リニモねっと・リニモ
クリエイト，「リニモを活かした地域づくり・地域交通のためのフォーラム」やその後のワークショップ等があげられる。河隅彰二・
小林壮行が，これら複数の協働の場を渡り歩くことで，参加者間のコンテクストの共有が促進された結果，協働の実現可能性が高
まった。

協働の契機となった問題は，問題③「愛・地球博閉幕後のリニモ活用」であり，これらの問題を河隅彰二・小林壮行が認識・定義した。

河隅彰二・小林壮行は，具体的な問題（問題③「愛・地球博閉幕後のリニモ活用」）を含むアジェンダ「リニモの運行継続」を設定し
た。

河隅彰二・小林壮行が「リニモの運行継続」というアジェンダを協働の場で参加者に認識させることによって，協働の実現可能性が
高まった。

河隅彰二は，桃花台新交通の廃止プロセスに対して住民不在との声があったこと等をふまえ，リニモの運行継続のためには市民との
協働が必要であると考えていた。そうした思い・信念を具現化し，生成・特定化された解決策③「市民との協働によるリニモの運行継
続」には，参加者から正当性が付与され，その結果協働の実現可能性が高まった。

解決策③「市民との協働によるリニモの運行継続」は，愛・地球博でのボランティア体験がきっかけとなり，地元住民の間でボラン
ティア熱が高まったこともあって，技術的実行可能性が高く，コストが許容範囲内で，市民の黙認が得られるものであった。その結
果，協働の実現可能性が高まった。

河隅彰二は，解決策①および②の結果開通したリニモの運行継続を図っていくには市民との協働が必要であると考え，解決策③「市民
との協働によるリニモの運行継続」の融和により，解決策を洗練した。その結果，協働の実現可能性が高まった。

愛・地球博の開幕前に，閉幕後リニモの利用者が大きく減少するという予想がなされたため，リニモの動向が注目されていた。そこ
で，桃花台新交通の存廃問題を抱えていた愛知県のやる気が高まった。

愛・地球博閉幕後のリニモ利用者が大きく減少するという予想は協働の危機でもあった。この危機を乗り越えるべく，愛知県のやる
気が高まった。その結果，市民との協働によるリニモの運行継続を模索するようになった。

愛知県は，市民との協働によるリニモの運行継続を目指し，新たなプログラムとして「リニモを活かした地域づくり・地域交通のた
めのフォーラム」やその後のワークショップという新たなプログラムを開始した。その結果，愛知県や，プログラムに参加した市民
のやる気が高まった。

協働を意図しない偶然生じた活動として，活動⑨「『海上の森』でオオタカの営巣確認」および活動 「桃花台新交通（ピーチライ
ナー）の存廃問題」があげられる。前者によって，愛・地球博の会場が変更され，東部丘陵線が会場へのアクセスルートとして位置
づけられた。後者は，前述のように，桃花台新交通の廃止プロセスに対して住民不在との声があったことである。神田真秋・河隅彰
二・小林壮行は，これらの活動と，協働を意図した多数の活動を結びつけた。これにより，協働の実現可能性が高まった。

第１期～第３期は協働の参加者間による「自己ガバナンス」であったが，第４期は協働の中心的立場にあるリニモねっと・リニモク
リエイトによる「リーダー組織によるガバナンス」である。

第３期の問題の窓③「愛・地球博の閉幕」（2005年10月），組織のやる気の窓①「フォーラム・ワークショップ開催」（2005年11月），
解決策の窓③「ワークショップ最終回での参加者に対する働きかけ」（2006年１月）の３種類の窓がほぼ同時に開いたことにより，協
働の実現可能性は高まった。

第３期に河隅彰二・小林壮行・島田善規は，１つの完全なパッケージを構成した。これにより，活動 「リニモねっと設立」，活動
「リニモクリエイト設立・NPO法人認証」を含む協働が実現した。

リニモにおける戦略的協働は，「環境にやさしい交通体系を考える市民フォーラムinなごや」の開催等を通じ，同一の領域内の交通
まちづくりNPO等に先例として波及しつつある。
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校PTA会長，県立和歌山東高校生徒会長），

住民（貴志川線の未来を〝つくる"会，和歌

山市民アクティブネットワーク等），事業者

（和歌山電鐵）である。運営委員会は，貴志

川線の運営に関する最高意思決定機関として

位置づけられている。運営委員会では，貴志

川線の利用促進及び沿線のまちづくり等に関

する事項について協議・調整が行われており，

その中で出された住民の提案がきっかけと

なって活性化策として具体化されたものが数

多くみられている 。これより，運営委員会

は，多数の参加者（NPO（貴志川線の未来

を〝つくる"会，和歌山市民アクティブネッ

トワーク等），政府（和歌山県，和歌山市，

紀の川市），企業（和歌山電鐵））間の複雑な

関係の監視・調整（貴志川線の利用促進や沿

線のまちづくりの推進に関する協議・調整）

という役割を担う独立の公式組織，すなわち

協働管理組織として機能していると考えられ

る。

Ⅵ お わ り に

本稿では，「協働の窓モデル」により，リ

ニモの運行における戦略的協働の事例を詳細

に分析し，その戦略的協働が「なぜ」「どの

ように」形成され，実現され，展開されるの

かについて解明を試みた。戦略的協働の全４

期間における参加者の行動と行動間の相互関

係の詳細な分析結果に基づき，戦略的協働に

関する既出の命題の妥当性を検討した結果，

すべての命題がおおむね支持された。

つまり，本稿では，公共交通の維持を図っ

ていくための戦略的協働の形成，実現，展開

に向けて求められる参加者の行動が明らかと

なっている。換言すれば，これらは，今後，

戦略的協働に参加しようとする組織・個人に

とっても，その行動の指針となるものであり，

さらなる戦略的協働の形成，実現，展開の促

進を図っていく上で有益なものである。

今後，公共交通における戦略的協働につい

て，さらに分析を深めていくためには，他の

事例との比較分析を通して，本稿の分析結果

の妥当性をさらに高めていく必要がある。

注

１)2011年３月に閣議決定された交通基本法案に

は，「国，地方公共団体，交通関連事業者，交通

施設事業者，住民その他の関係者は，基本理念の

実現に向けて，相互に連携を図りながら協力する

よう努めるものとする」（第12条）とある。この

「基本理念の実現に向けて，相互に連携を図りな

がら協力する」とは，すなわち，NPO（住民）・

政府（国，地方公共団体）・企業（交通関連事業

者，交通施設事業者）間の戦略的協働に他ならな

い。

２)参加者とは，NPO，政府，企業等の「組織」

及び，複数の「個人」（後述の協働アクティビス

トを含む）を指す。

３)戦略的協働の参加者は，この多元的な社会的価

値を創造するために，戦略的協働プロジェクト

（以下，「協働プロジェクト」と略記することがあ

る）を形成し，実現し，展開する。なお，協働プ

ロジェクトの「形成」とは，当該プロジェクトの

正式な決定・正当化に至る諸準備を指す。協働プ

ロジェクトの「実現」とは，当該プロジェクトの

正式な決定・正当化を指す。協働プロジェクトの

「展開」とは，３つの参加者による実現された当

該プロジェクトの実行を指す。

４)菅原（2009）は，ふるさと銀河線（旧国鉄池北

線（北見～池田間140.0km）を第３セクターの

北海道ちほく高原鉄道が引き継ぎ，2006年４月

までの約17年間にわたって運行）における戦略

的協働について分析を行っている。ふるさと銀河

線における協働は，①セクターを異にする３つの

参加者が同時に結びついた協働（支援組織

（NPO），北海道・沿線１市６町（政府）・北海道

ちほく高原鉄道（企業））と，②北海道・沿線１

市６町（政府）と北海道ちほく高原鉄道（企業）

が部分的に結びついた協働の２つに大別され，①

の協働は池北線の第３セクターとしての存続，す

なわちふるさと銀河線としての運行継続につな

がったが，②の協働はふるさと銀河線の廃止・バ

ス転換につながった（つまり，既存の協働プロ

ジェクト（ふるさと銀河線の運行）の解消がもた

らされた）。

５)愛知県地域振興部交通対策課主幹の加藤嘉彦氏，
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同部地域政策課主幹の河隅彰二氏（以上，2009

年８月７日），リニモねっと代表・NPO法人リ

ニモクリエイト理事長の島田善規氏（2009年９

月10日），愛知高速交通株式会社企画営業グルー

プ長の江尻和聰氏（2009年10月13日）に対し，

インタビュー調査を実施した。また，愛知県地域

振興部交通対策課鉄道第二グループの柴田敏章氏

（2011年４月26日）には草稿の段階で貴重なコ

メントをいただいた。関係各位に深く感謝する次

第である。本稿において事実誤認や解釈の相違が

あれば，それは筆者の責に帰すべきものである。

６)組織間協働モデルの詳細については，佐々木

（2001）。

７)協働の場とは，協働の形成・実現・展開のため

に，特定の参加者によって共有されたコンテクス

トを指す。

８)問題とは，参加者が，ある特定の時期に真剣に

注目しているテーマを指す。

９)組織のやる気とは，組織が，自らの目標設定や

マネジメントに際して，特定の問題を自発的に考

慮しようとする意向を指す。

10)活動とは，協働プロジェクトにかかわる参加者

の行為を指す。

11)18の命題と８つの問いとの相互関係について

は，小島・平本（2011），p.333。

12)実践的指針の提示に際しては，平本（2009），

pp.164-166，後藤（2009），pp.204-205を参考に

した。

13)和歌山電鐵貴志川線においては，和歌山県，和

歌山市，貴志川町，貴志川町くらしと環境をよく

する会，貴志川線の未来を〝つくる"会等の「複

数の協働の場」が存在し，貴志川線の存続という

「アジェンダ」が設定され，「実行可能性の高い解

決策」，「洗練された解決策」である貴志川線支援

の枠組みが決まった結果，「問題の窓」（2004年

８月，南海が貴志川線廃止を正式表明），「組織の

やる気の窓」（2005年１月，貴志川線存続住民会

議の結成），「解決策の窓」（2005年２月，貴志川

線支援の枠組みの公表）の３種類の窓がほぼ同時

に開いたことから，前述の「アジェンダ」，貴志

川線支援の枠組みという「諸解決策」，貴志川線

存続住民会議等のやる気という「組織のやる気状

況」，住民有志による継承事業者候補への打診活

動，両備グループの岡山電気軌道を継承事業者と

して選定，南海の廃止予定日の半年繰り下げ等の

「活動状況」の完全なパッケージが構成された結

果，「和歌山電鐵の設立」を含む協働が実現され

たと考えられる。なお，貴志川線の存廃問題の発

生から，存続決定，和歌山電鐵設立に至る経緯に

ついては，辻本（2005），pp.69-75に詳しい。

14)運営委員会については，辻本（2011），pp.137-

150を参考にした。
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